
r毒 物及 び劇 物指 定令 の一 部 を改正 す る政令 ｣について

1.改正のす要

蕪物又は劇物の該当性に係る薬事 食品衛生窄議会答申等左脇まえ､新たに

毒物又はm物-の指定又は除外等､所要の改iEを行うもの｡

(1)次に掲げる物を r毒物)に寸旨産する,

Q) クロトンア)1,デヒTt及びこれを含有する興剤

② タロロ酢駿メチル及びこれを含有する製剤

(参 テ トラメチルアンモニウム-ヒドロキシ ド及びこれを含有する製剤

④ プロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤

(2)次に掲げる助を rJW物Jに指定するq

Q) 2- (ジェチルアミノ)ェクノール及びこれを含有する製51(2- (ジェ

チルアミノ)エタノール0 7%以下を含有するものを除く.)

(3)次に掲げる物を ｢点1物｣から除外する.

① 2.3.5,6-テ トラフルオp-4-(メトキシメチル)ベンジル-(Z)

チルシクロプロバ/カルボキシラー ト､2,3,5,8-テ トラフルオロー

4- (メトキシメチル)ベンジル- (E)- (1R,3R)-3- (2-シ

アノブロバ-1-ユニル)-2.2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラ

- (Z)- (lS,3S)-3一 (2-ソアノブロバ-1-ユニル)-a,

2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラー ト､2,3,5,6-テ トラフ

ルオtz-4- (メトキシメチル)ベンジ′レ- (EZ)- (1RS,3SR)

ンカルボキシラー ト及び2,3,5,6-テ トラフルオロー4- (メ トキシ

-エ=ル)-2,2-ジメチル/クロプロパンカルボキシラー トの混合物

(2,3,5,6-テ トラフルオE1-4-(メ トキシメチル)ベンジル-(Z)
- (lR,3R)-31 (2-ンアノプロパー1-エニル)-2,2-ジメ

チルンクロプロパンカルボキシラー ト80 9%以上を含有し､2.3,5,

プロパンカルポキソラー ト10%以下を含有し､2.3.5,6-テ トラフ

ルオロー4- (メ トキシメチル)ベンジル- (Z)- (1S.3S)-3-

(2-シアノプロパー1-エニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカル

トキシメチル)ベンジ/レ- (EZ)- (1RS,3SR)13- (2-ンア

ノプロパー1-エニル)-2.2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラー

ト1%以下を含有し､かつ､Z,3,5,6-テ トラフルオF･-4- (メト

キンメチル)ベンジル- (E)一 (1S.3S)-3- (2-シアノブロバ

11-エニJt,)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラー ト0 2'

%以下を含有するものに限る｡)並びにこれを含有する製剤


